
平成２２年第４回農業委員会総会

平成２２年４月２０日午後２時００分 八街市農業委員会総会を

八街市役所第１会議室に招集し、内容は次のとおりである。

１．出席者

１．加 藤 孝 一 ８．長 澤 恒 幸 15．荻 嶋 勲

２．吉 野 光 輝 ９．小 出 幹 夫 16．鈴 木 勝 雄

３．鴨志田 進 10．鵜 澤 敏 17．山 本 重 文

４．中 嶋 則 夫 11. 小 川 寛 18．三 須 裕 司

５．中 川 利 夫 12．落 合 健 一 19. 中 田 眞 司

６．山 本 紀 市 13．立 﨑 義 久 20．関 口 芳 秀

７．森 邦 央 14．林 和 弘 21．関 端 旭

22. 川 野 繁

２．欠席者

な し

３．事務局

事 務 局 長 藤 﨑 康 雄 主 査 補 山 内 裕 義

主 査 梅 澤 孝 行 主 事 補 唯 望

４．議決事項

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（市許可）

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（知事許可）

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第６号 農地公売買受適格者証明の交付について（農地法第５条）

議案第７号 農用地利用集積計画の承認について

議案第８号 平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）の承

認について

５．その他

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

報告第２号 農地法施行規則第５３条第１４号の規定による農地転用の届出について

－１－



（認定電気通信事業者）

報告第３号 農地法施行規則第３２条第１号の規定による農地転用の届出について

そ の 他 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正について

藤﨑事務局長 開会を宣す。

川 野 会 長 平成２２年第４回の総会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

今年は４月の半ば過ぎに雪が降るというような大変不順な天候で、皆様方、大

変苦労されておることと思います。そうかと思えば、ヨーロッパのアイスランド

の爆発で飛行機が飛ばなくなると。あの噴煙が大気圏を脱出した場合には、世界

中が雲に覆われて薄日が差すような日照不足が生じるということを、今日のテレ

ビなんかで、科学者が発表しておりましたけれども、そういうことのないように

祈りたいものでございます。

さて、今月の案件につきましては、農地法第３条、４条、５条本体で２１件、

計画変更承認案件１件、公売買受適格者証明１件、農用地利用集積計画の承認案

件２４件、平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）の

承認、農地法第１８条第６項の規定による届出、農地法施行規則の規定による届

出２件、農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の改正、合わせまして総

件数で５１件が提出されております。提出された案件につきまして、慎重審議を

お願いいたしまして、開会のあいさつといたします。

ただいまの出席委員は２１名です。委員の定数の半数以上に達しておりますの

で、この総会は成立いたしました。

なお、立﨑委員が遅刻するという連絡が入っておりますので、ご承知願いたい

と思います。

以上で開会のあいさつといたします。

それでは、日程に従いまして、会務報告をお願いいたします。藤﨑事務局長お

願いいたします。

藤﨑事務局長 申し訳ありません。会務報告に入ります前に、議案の訂正をお願いします。ま

ず、議案の３ページ、義務者の住所ですが、は５１番１２となっておると思いま

すが、は５１番地１２ですので「地」を追加していただきたいと思います。

それから、８ページ、こちらも７番から１０番までの今度は権利者の方の住所

なんですが、番地、５２９番１というふうになっていると思いますが、これも番

地ですので「地」を追加していただきたいと思います。７、８、９、１０番です

ね。権利者の番地の「地」が抜けておりますので、１０番まで「地」を入れてい

ただきたいと思います。

それから、その下の１１番なんですが、これは権利者と義務者が逆になってし

まっておりますので、有限会社の方が権利者で個人の方が義務者ということで変
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更をお願いします。

それから、１２ページの農用地利用集積計画の承認の中の１２番のところなん

ですが、こちらのまず一番右から２列目の行のところに借地料内訳というのがあ

ると思うんですが、ここは削除、消していただいて、その隣の借地料５万１千円

となっておると思いますが、ここを３万円に訂正をお願いしたいと思います。

以上、訂正の方をよろしくお願いしたいと思います。

それでは、会務報告をいたします。

３月２４日、水曜日。午後２時から北総中央用水土地改良区通常総代会が総合

保健センターの大会議室で開催されまして、川野会長が出席しております。

３月２５日、木曜日。午前１０時から転用事実確認現地調査及び農地パトロー

ルを実施いたしまして、担当委員は三須部長、山本紀市委員、鵜澤委員出席のも

と実施いたしました。

同じく３月２５日、木曜日。午後３時３０分から農家組合連合会長会議がＪＡ

印旛の八街支所で開催されまして、川野会長、それから私と佐藤副主幹が出席し

ております。

３月２６日、金曜日。午前１０時３０分から千葉県農業会議第９７回通常総会

及び市町村農業委員会会長事務局長会議が千葉市で開催されまして、川野会長と

私が出席いたしました。

同じく３月２６日、金曜日。午前１０時から印旛農業協同組合第８回通常総代

会が佐倉市で開催されまして、関端副会長が出席しております。

４月１日、水曜日。午前８時４５分から事務局職員の辞令公布を会長室で実施

いたしまして、会長所用のため、関端副会長にお願いいたしまして、辞令公布式

を執り行いました。なお、転出につきましては、先ほど申し上げましたとおり佐

藤副主幹、転入につきましては梅澤主査が転入してまいりました。

４月５日、月曜日。午後１時３０分から転用事実確認現地調査及び農地パトロ

ールを実施いたしまして、担当委員は鈴木部長、長澤委員、落合委員出席のもと

実施いたしました。

４月１５日、木曜日。午後１時３０分から部会の現地調査を実施いたしまして、

出席委員は関端副会長、鈴木部長、中川副部長、山本紀市委員、荻嶋委員、小川

委員、林委員、吉野委員出席のもと実施いたしました。

４月１６日、金曜日。午後１時３０分から部会の面接調査を実施いたしまして

出席委員につきましては、現地調査と同メンバーでございます。

以上でございます。

川 野 会 長 次に、議事録署名委員の選任でございますが、議長から指名することでご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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川 野 会 長 異議なしと認め、こちらからご指名申し上げます。

今月は、議席番号１番の加藤委員、２番の吉野委員にお願いいたします。

続いて、議事に移ります。

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について市許可分を議題とい

たします。

１番について、事務局、説明願います。梅澤主査、お願いいたします。

梅 澤 主 査 それでは、議案書３ページをお開きください。

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について市許可分についてご

説明申し上げます。

番号１、区分売買、所在八街字立合松北、地目畑、面積４千２２１平方メート

ル。権利者事由につきましては、農地を取得し、経営規模を拡大したいというこ

とでございます。

義務者事由につきましては、借金等の返済のため、農地を売却したいというこ

とであります。

以上です。よろしくお願いします。

川 野 会 長 説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。

１番、鈴木部長、お願いいたします。

鈴 木 部 長 議案第１号、３条に関わる調査結果について報告します。

申請地についてですけれども、市役所から北へ約４キロメートル行った酒々井

横芝線を左に曲がって約５００メートルいったところの左側にあります。

申請地の現況ですけれども、植木業をやっていて、ほとんど植木畑です。

進入路については、権利者と義務者が隣同士で畑もくっついていますので、進

入路は確保されると思います。

次に、許可基準に適合するか否かについて、まず、権利者及び世帯員が権利取

得後に耕作され、耕作に必要な農作業に常時従事し、申請地を含めたすべての農

地について効率的に利用し、耕作されるかという点でございますが、権利者の所

有している主な農機具は、ほぼ、農作業に関わる農機具等は一式すべて持ってお

ります。

労働力は世帯員４名ですけれども、３名で常時平均２５０日以上、農業に従事

していると。

現在、所有する農地及び借入地は効率的に耕作されており、過去に農業経営規

模を縮小させる行為を行った事実もありません。

以上の内容から農作業従事及び申請地含めてのすべての農地を効率的に利用し、

耕作されると認められると思います。権利取得後において農地の面積の合計が５

０アールに達するかという点でございますが、現在自作地が１５０アールありま

して、また、ここで４２アール増えますので、１９０アールになりますので、専
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業農家として、すべて耕作されると思います。

以上、報告を終わります。

川 野 会 長 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

議案第１号１番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

をお願いいたします。

挙手全員でありますので、１番につきましては、許可相当で決定いたします。

続きまして、議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について知事許

可分を議題といたします。

１番につきましては、部会案件で、農政部会第２班に担当していただきました。

班長の中川副部長から報告をお願いいたします。中川副部長、お願いいたしま

す。

中川副部長 議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について知事許可分です。

番号１、区分売買、所在沖字中沖、地目畑、面積２千６３平方メートルほか２

筆で４千４６５平方メートル。権利者事由、経営規模を拡大したい。義務者事由、

後継者がいないため経営規模を縮小したい。

それでは、面接調査の結果を報告いたします。

調査委員は鈴木部長、それから中川、山本紀市委員、荻嶋委員、小川委員、林

副部長、吉野委員、関端副会長。事務局より梅澤主査、麻生主任主事に出席して

いただきました。

４月１６日、金曜日。午後１時から第１会議室です。

申請者、権利者は本人。義務者は出席しませんでした。

新たな農地を必要とする理由は何か。経営規模を拡大したい。

当該農地を選定した理由は何か。水はけがよく、日当たりもよく道路に接して

いるため。

当該農地を売却する理由は何か。後継者がいないため規模を縮小したい。

現在の営農状況について。専業農家でありまして、職業は植木農家であります。

主な農業機械等の所有状況。トラクター１台、耕運機１台、２トントラックが

１台。

農作業従事者。世帯員が６名うち労働力は２名。

年間農作業従事日数。権利者１９０日、家族３０日。

現在の経営農地の状況について、田５０アール、畑４０アール。作付状況は水

稲と植木です。

所有農地及び借入地で耕作していない農地はない。
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他に貸し付けている農地はなし。

過去３年以内に農地の売却または農地の転用をしたことはない。

申請地の営農計画について。住居から申請地までの距離は約１６キロメートル、

時間にして２５分、交通手段は車です。

作付計画については、植木。出荷先については、関東一円だそうです。

その他の参考事項といたしまして、平成１９年に田んぼを取得したことがある。

きちんと肥培管理をし、周辺農地に迷惑をかけないようにする。息子は造園業を

行っているが、農業も手伝っており、後継者である。

以上、すべての調査結果から本案件につきましては、農地法第３条第２項の許

可基準をすべて満たしておりますので、農政部会第２班では許可相当と判断いた

しました。

以上です。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

議案第２号１番について、班長報告どおり決定することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。

挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。

続きまして、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請について、１番

から３番までを議題といたします。

事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。

山内主査補 それでは、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請についてご説明い

たします。

番号１、所在八街字榎台、地目畑、面積７千４８平方メートルのうち１千９８

１．９８平方メートル。目的、貸倉庫用地。転用事由、所有地を貸し付けている

会社より、敷地が手狭なため、当該申請地を倉庫及び駐車場として利用したいと

要望があったため、倉庫及び駐車場を整備して貸し付けたい。

なお、本件につきましては、１千平方メートルを超える土地に対する建築行為

となります。この場合、本市においては開発行為に該当し、都市計画法２９条と

の調整が必要となります。

番号２、所在東吉田字小山向、地目山林現況畑、面積１千２４１平方メートル。

目的、駐車場用地。転用事由、現在、老人ホームを経営しているが、職員駐車場

が不足しているため、当該申請地を駐車場として利用したい。

なお、本件については、議案第５号７番に関連しております。

また、本件は平成１２年当時から職員駐車場として土地利用を行っている経緯
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があり、始末書が添付された事後申請となっております。

番号３、所在八街字笹引、地目畑、面積１千４６８平方メートルのうち８８８．

９６平方メートルほか１筆、計２筆の面積９９７．８９平方メートル。目的、長

屋住宅１棟用地。転用事由、アパート経営により安定した収入を得たい。

以上です。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。

１番、鈴木部長、お願いいたします。

鈴 木 部 長 １番の案件ですけれども、立地基準ですけれども、市役所から北方面に約４キ

ロメートル行った朝陽小学校の信号を左折しまして約４００メートル行った左側

に位置します。

農地区分ですけれども、第２種農地だと思います。

一般基準、資力及び信用ですけれども、自己資金で建てると。この面積がかな

り広いように思われるんですけれども、この現場から１００メートルまで行かな

いところに工場がありまして、そこで貸倉庫になっていますけれども、これはチ

ョコレート屋さんで、いろんな資材を置くのに、ここを借りたいということで、

それとパートさん、従業員もかなりいますので、そういう駐車場にも利用したい

と。そういうことで、あらゆる面から見ても、この場所だったら何ら問題ないと

思います。

以上です。

川 野 会 長 ２番につきましては、議案第５号７番から１０番までに関連しておりますので、

あわせて報告をお願いいたします。

荻嶋委員、お願いいたします。

荻 嶋 委 員 議案第３号２番。まず、立地基準ですが、市役所の南方に当たる県道川上線の

ランドロームを過ぎて約２００メートル行ったところの右側に風の村の立て看板

が立っております。そこを右折して道なりに約２キロメートル行ったところに、

その場所があります。

それから、書類上の判断は地目山林で、現地調査での判断、事務指針１６ペー

ジの２に該当するため、第２種農地と判断いたしました。

あとは、支障はないものと思います。それから、農地法の手続をとらないこと

に対する始末書が添付されておりますが、まず、問題はないものかと思いました。

続いて、議案第５号７番。立地基準は議案第３号２番と同じです。それから、

書類上の判断は地目山林、それから現地調査での判断は１６ページの２に該当す

るため、第２種農地と判断いたしました。

第２種農地の場合、代替性の有無はなしです。

計画面積の妥当性は適当と思いました。

それから、申請地は受益地内にあるかは、なしです。
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駐車場での通路なので、他への支障はないと思います。

議案第５号８番、９番です。立地基準はやはり同じ場所です。

増築用地で、これは問題ないと思いました。

それから、議案第５号１０番。申請地の位置及び接道条件、これは８、９番と

同じです。駐車場用地、これもやはり１６ページの２に該当するため、第２種農

地と判断いたしました。第２種農地の場合、代替性の有無はなし。

計画面積の妥当性は適当と思いました。

それから、資金は自己資金と借入金です。

法人申請の場合、申請に係る事業内容が法人登記簿謄本等において定められた

目的または業務の範囲に適合すると認められるかで、適当だと思いました。

申請地における小作人の有無はなしです。

それから、周辺農地の営業状況への支障もないと思います。災害発生のおそれ

もないと思います。

農業用排水機能への支障もなしです。それから、日照、風通し等への支障もな

いと思います。

それから、権利者は養護老人ホームであり、その存在価値は年を追うごとに増

してくることは必須であると思いつつ、私が調査した範囲では許可相当ではない

かと判断いたしました。

以上です。

川 野 会 長 ３番、落合委員、お願いいたします。

落 合 委 員 それでは、議案第３号３番の調査報告を行います。

この案件の申請者は、現在会社員でございますけれども、２、３年後に会社を

やめるという予定で、その後、アパート経営により安定した収入を得たいという

ことで、今回の申請に至りました。

まず、立地基準ですが、申請地は市役所から南へ約４キロメートル、笹引小学

校の前の通りを四木方面に向かう、ちょうど境目あたりの左側でございます。

市道に接しており、進入路は確保されております。

農地性としては、第２種農地と判断いたしました。また、代替性はないと思わ

れます。

次に、一般基準でございますが、申請目的が専用長屋住宅ということで、建物

用地３０７．７６平方メートル、駐車場ほか関連用地６９１．３平方メートルで

一体性があり面積妥当と思われます。

資金の確保につきましては、借入金となっております。

次に、隣接に対する被害防除計画でございますけれども、境界はブロック積み

とし、土砂などの流出を防ぐ計画になっております。用地内は浸透枡を設置し、

建物周囲は自作地のため、自然浸透となります。
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また、隣接住宅との距離もあり、日照、通風への支障もないと思われます。

これらのことから、隣接地に対する支障を与えることはないと思われます。

また、申請地は土地改良受益地ではありません。

以上のことから、許可後は速やかに申請に係る用途に供すると見られることか

ら、問題はないと思われます。

以上でございます。

川 野 会 長 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

議案第３号１番につきまして、都市計画法との調整を条件に原案のとおり決定

することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。

挙手全員でありますので、１番については、都市計画法との調整を条件に許可

相当で決定いたします。

次に、２番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、２番につきましては、許可相当で決定いたします。

次に、３番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。

挙手全員でありますので、３番については、許可相当で決定いたします。

続きまして、議案第４号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申

請についてを議題といたします。

事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。

山内主査補 それでは、議案第４号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請

についてご説明いたします。

番号１、所在、八街字笹引、地目畑、面積４９５平方メートル。当初計画者の

目的、専用住宅用地。承継者の目的、倉庫用地。現在、食料品卸業を主に営んで

いるが、事業規模の拡大に伴い、倉庫が必要となったため、当該申請地を倉庫と

して利用したい。

なお、本件については、議案第５号１１番に関連しております。

以上です。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。

１番につきましては、議案第５号１１番に関連しておりますので、あわせて報

告を願います。

１番、落合委員、お願いいたします。

落 合 委 員 それでは、報告いたします。第５号１１番と関連しておりますので、よろしく
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お願いいたします。

まず、この案件は許可後の計画変更承認ということでございます。立地基準で

ございますけれども、申請地は市役所から約４キロメートル南へ面したところに

ありまして、ちょうど私の家の前の団地なんですけれども、この申請地は平成５

年に、この地に新居を建て、親と別居する予定で専用住宅用地として許可を受け

たところでございますけれども、その後、親の健康上の理由から別居が困難にな

り、今回、倉庫用地として計画変更の申請を出したところでございます。

資金は自己資金でございます。申請地は第２種農地で代替性はありません。

面積は４９５平方メートルで、目的、倉庫用地としての計画面積としては妥当

と思われます。

倉庫用地としての理由は、業務拡大のため落花生保管倉庫建設であります。周

辺は住宅地であり、境界はコンクリート塀で囲まれており、隣接地への支障はな

いと思われます。

また、多少傾斜がありますけれども、これは整地して建物を建てるという計画

でございます。

申請が通りましたら、許可後、速やかに、この用途に供すると見られ、本案件

は問題ないと思われます。

以上でございます。

川 野 会 長 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

議案第４号１番につきましては、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙

手をお願いいたします。

挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。

続きまして、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請について、１番

から６番までを議題といたします。

事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。

山内主査補 それでは、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請について、１番か

ら６番までご説明いたします。

番号１、区分売買、所在榎戸字萩ノ作台、地目山林現況畑、面積３３０平方メ

ートル。転用目的、専用住宅用地。現在、アパートに居住しているが、子どもの

成長とともに将来のことを考え、環境の良い当該申請地に専用住宅を建築したい。

番号２、区分売買、所在榎戸字富山、地目畑、面積１９９平方メートルほか１

筆、計２筆の合計面積２９７平方メートル。転用目的、専用住宅用地。現在、ア

パートに居住しているが、子どもの成長とともに将来のことを考え、妻の実家に
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近い当該申請地に専用住宅を建築したい。

番号３、区分売買、所在八街字三角地、地目畑、面積２２０平方メートル。転

用目的、専用住宅用地。現在、アパートに居住しているが、子どもの成長に伴い

手狭なため、当該申請地に専用住宅を建築したい。

番号４、区分使用貸借、所在八街字追分台、地目畑、面積３３０平方メートル。

転用目的、専用住宅用地。現在、借屋に居住しているが、子どもの成長とともに

将来のことを考え、父親が所有している当該申請地に専用住宅を建築したい。

番号５、区分売買、所在大木字大富向、地目畑、面積３２２平方メートルほか

２筆、計３筆の合計面積８０３平方メートル。転用目的、宅地分譲３区画用地。

宅地分譲３区画の造成、販売。

なお、本件については、議案第５号６番に関連しております。

番号６、区分売買、所在大木字大富向、地目畑、面積１８６平方メートル。転

用目的、通路用地。上記申請地の宅地分譲地の通路として利用したい。

なお、本件については、議案第５号５番に関連しております。

以上です。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。

１番、２番、三須部長、お願いいたします。

三 須 部 長 それでは、議案第５号１番の調査報告を行います。

最初に立地基準ですが、申請地は北小学校より東に約５００メートルに位置し、

公道により進入路は確保されております。

農地区分は第２種農地と判断しました。代替性はないと思います。

一般基準ですが、３３０平方メートルの専用住宅ということで、面積妥当と思

います。

資金は借り入れにて賄います。

造成計画ですが、道路よりちょっと地盤が高いため、土砂の搬入はしない。土

砂の流出につきましては、周囲にブロックを積み、被害防除をする。

用水は井戸水。排水は雨水は宅内自然浸透、汚水・雑排水は合併浄化槽から蒸

発散装置へ流すと。

隣接農地所有者の説明状況ですが、周囲はすべて義務者の所有地ですので、問

題ないと思います。

以上のことから、この案件は問題ないと思います。

続いて、２番も私の案件ですので、番号２番の調査報告をいたします。

立地基準ですが、場所はＪＲ榎戸駅より北方面へ約１キロメートルに位置し、

公道により進入路は確保されております。

農地区分は第２種農地と判断しました。代替性はないと思います。

一般基準ですが、計画面積の妥当性ですが、２９７平方メートルの専用住宅用
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地ということで、面積妥当だと思います。

資金は自己資金及び借入金にて賄います。

造成計画は、現況で申請地は、ほぼ平らなので、整地後、建設する。用水は水

道水、雨水は屋根の部分は浸透枡を設け浸透させる。宅地内は宅地内自然浸透と

する。汚水・雑排水は合併浄化槽を設け、前面のＵ字溝に放流する。

農地への土砂の流出防除につきましては、流出のおそれのある面はブロック積

みをする。隣接農地への説明状況ですが、この申請地の隣接農地は義務者の農地

でして、本人もわかっていますということですから、以上のことから、この案件

につきましても、問題ないと思われます。

以上です。

川 野 会 長 続いて、３番について鵜澤委員お願いいたします。

鵜 澤 委 員 番号３番について調査報告をいたします。

この申請地は、平成２１年１２月１５日付で農地法第５条の許可になった土地

です。当時の権利者が土地を造成し、自宅建築の工事を進めておりましたが、都

合で住宅建設を取りやめることになり、本年３月２６日に許可処分の取り消し願

いが提出されております。

立地基準ですが、申請地は市役所の北西方向約１．２キロメートルに位置し、

進入路は公衆用道路に接しており、確保されております。農地区分は用途地域に

定められているため、第３種農地と判断いたしました。

一般基準ですが、専用住宅用地であり、面積２２０平方メートルは妥当と思わ

れます。資金は自己資金と借入金にて賄う計画です。

申請地には、小作人等、権利移転に対しての支障となるものはありません。

隣接農地に対しての被害防除対策ですが、外周にはブロックを積み、土砂の流

出を防ぐ計画です。

用水は市営水道、汚水・雑排水は公共下水道、雨水は宅地内で処理をする予定

です。

隣接農地は耕作されておりません。よって、営農に支障を来すことはありませ

ん。また、土地改良受益地ではありません。

権利者は現在アパートに住んでおりますが、手狭になり、申請地に住まいを持

ちたいとのことです。

土地が造成済みになっていることについて、理由書が添付されております。

これらのことから、立地基準、一般基準とも問題ないと思われます。

以上です。

川 野 会 長 ４番、５番、６番は、私の担当でございますので、私から報告いたします。

まず先に番号４番について調査報告をいたします。

まず、立地条件ですが、申請地は市役所から東へ約１．１キロメートルに位置
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しております。公衆用道路を介して県道に面しております。進入路は確保されて

おります。

現地調査した結果、農地区分としては用途区域内にある農地でありますので、

第３種農地として判断いたしました。

次に、一般基準でございますが、本申請は専用住宅用地ということですが、申

請面積は３３０平方メートルであり、面積は妥当と思われます。

資金については自己資金と借入金にて賄う計画になっております。

次に、隣接地に対する被害防除計画ですが、計画ではブロックを設置して、上

水道は井戸を掘って、汚水・雑排水は市の下水道、雨水は敷地内処理するという

計画になっております。

隣接農地所有者は義務者を含む共有の農地で、所有者には説明して、特に意見

はなかったということでございますので、問題はないと思います。

また、申請地は土地改良受益地ではありません。

権利者は現在、借家住まいであります。子どもの成長に伴い、手狭なため自己

の住宅を建築したいという理由もあり、必要性についても認められ、許可後速や

かに事業を行うものと判断いたしました。

以上のことから、立地基準、一般基準ともに何ら問題ないものと思われます。

以上で４番の調査報告を終わります。

続いて、５番、６番、これは関連しておりますので、一緒に報告させていただ

きます。

まず、立地基準ですが、申請地は市役所から南東へ約１キロメートルに位置し

ております。県道に面しており、進入路は確保されております。

現地調査した結果、農地区分としては用途区域内にある農地でありますので、

第３種農地として判断いたしました。

次に、一般基準ですが、宅地分譲３区画用地及び道路用地ということですが、

申請面積は合計で９８９平方メートルであり、面積妥当と思われます。

資金については自己資金にて賄う計画となっております。

次に、隣接に対する被害防除計画ですが、計画では周囲にコンクリートブロッ

クを設置し、雨水や土砂の流出を防ぐ計画になっております。

上水道は市営水道、汚水・雑排水は市の下水道、雨水は敷地内浸透処理する計

画になっております。

隣接農地所有者には説明して、特に意見はないということでございますので、

問題はないと思います。

また、申請地は土地改良受益地ではありません。

権利者は土木建設業を営んでおり、会社の事業目的ともに一致しており、許可

後速やかに事業を行うものと判断いたしました。
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以上のことから、立地基準、一般基準ともに何ら問題ないものと思われます。

以上、調査報告を終わります。

地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

議案第５号１番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手

をお願いいたします。

挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。

次に、２番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、２番につきましては、許可相当で決定いたします。

次に、３番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、３番については、許可相当で決定いたします。

次に、４番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願い

いたします。

挙手全員でありますので、４番については、許可相当で決定いたします。

次に、５番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、５番については、許可相当で決定いたします。

次に、６番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、６番については、許可相当で決定いたします。

ここで、会議中ではございますが、１０分間の休憩をいたします。

休憩 午後２時５５分

再開 午後３時１０分

川 野 会 長 会議を再開いたします。

次に、７番から１４番までを議題といたします。

事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。

山内主査補 それでは、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請について、７番か

ら１４番までについてご説明いたします。

番号７、区分使用貸借、所在東吉田字小山向、地目山林現況畑、面積７千２８

８平方メートルのうち１８６．２９平方メートル。転用目的、通路用地。職員駐

車場への進入路として利用したい。

なお、本件は、議案第３号２番に関連しておりますが、申請地の通路について
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も平成１２年当時から既に利用されているということから始末書を添付した事務

申請となっております。

番号８、区分賃貸借、所在東吉田字小山向、地目山林現況畑、面積２千９０平

方メートル。転用目的、特別養護老人ホーム用地。現在、老人ホームを経営して

いるが、入居者が増加し、入居希望者が待機待ちをしている状況なため、申請地

に建物を増築し、解消を図りたい。

なお、本件については、議案第５号９番、１０番に関連しております。

番号９、区分使用貸借、所在東吉田字小山向、地目山林現況畑、面積７千２８

８平方メートルのうち５７６．３９平方メートル。転用目的、特別養護老人ホー

ム用地。上記申請地の法面として利用したい。

本件については、議案第５号、８番、１０番に関連しております。

なお、この８番、９番につきましても、議案第３号１番と同様に１千平方メー

トルを超える土地に対する建築行為となりますので、開発行為に該当し、都市計

画法２９条との調整を要するものとする案件です。

番号１０、区分一時転用、所在東吉田字小山向、地目山林現況畑、面積７千２

８８平方メートルのうち１千３２７．５６平方メートル。転用目的、駐車場用地。

上記申請地の増築工事に伴う作業員及び工事車両の駐車場用地として利用したい。

一時転用期間、平成２２年６月１日から平成２３年４月３０日まで。

本件については、議案第５号８番、９番に関連しております。

番号１１、区分売買、所在八街字笹引、地目畑、面積４９５平方メートル。転

用目的、倉庫用地。現在、食料品卸業を主に営んでいるが、事業規模の拡大に伴

い倉庫が必要となったため、当該申請地を倉庫として利用したい。

なお、本件については、議案第４号１番に関連しております。

番号１２、区分使用貸借、所在滝台字太郎坊、地目畑、面積３７０平方メート

ル。転用目的、分家住宅用地。現在、実家に居住しているが、結婚を機に分家し、

父親が所有している実家の隣接地である当該申請地に分家住宅を建築したい。

番号１３、区分使用貸借、所在沖字西沖、地目畑、面積３２２平方メートル。

転用目的、専用住宅用地。現在、アパートに居住しているが、子どもの出産に伴

い手狭なため、祖父が所有している当該申請地に専用住宅を建築したい。

なお、本件につきましては、２０数年前に親戚に農機具の車庫を建築済みとい

うことで、始末書が添付されております。

番号１４、区分一時転用、所在富山字富山、地目畑、面積５千４４４平方メー

トルのうち４１４．６１平方メートル。転用目的、資材置場用地。認定電気通信

事業者による携帯電話無線基地局の設置に伴い、一時的に資材置場として利用し

たい。転用期間、平成２２年６月１日から平成２２年１０月３１日まで。

なお、本件については、報告第２号１番に関連しております。
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以上です。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、地元委員の調査報告をお願いいたします。

なお、７番から１１番までは、先ほど説明済みですので、１２番、関口委員、

お願いいたします。

関 口 委 員 では、議案第５号１２番を報告いたします。

まず、立地条件ですけれども、本申請地は市役所より南へ約８キロメートル、

二州第二保育園が目安です。この交差点を左に約２００メートル入ったところに

ございます。市道に接続しておりますので、進入路は確保されております。

農地区分でございますけれども、事務指針の２９ページのＢに該当するため、

小規模集団の第２種農地と判断いたしました。

一般基準ですが、計画面積の妥当性３７０平方メートル、専用住宅５００平方

メートルですので妥当と思われます。

資金ですけれども、自己資金及び借入金だそうです。

代替性はないものと思われます。

申請地における小作人の有無、小作人はございません。

周辺農地への営農状況ですけれども、周囲をブロック２段積みで、周囲への土

砂の流出を防ぐそうでございます。

それから、当該申請地は土地改良区事業受益地ではございません。

申請者本人は二男でございますけれども、長男が別居しておりますので、二男

が隣へ分家ということで、年老いた両親の面倒を見たいというのが目的だそうで

ございます。

以上、許可後、遅滞なく用途に供するものと思われます。

以上のことから、本案件は何ら問題がないと思われます。

以上です。

川 野 会 長 続いて、１３番、林委員、お願いいたします。

林 委 員 それでは、議案第５号１３番についてご説明いたします。

申請地は市役所より南へ約９キロメートル地点に位置しております。進入路は

市道に面し、確保されております。

農地区分といたしましては、事務指針２９ページのＢに該当するため、第２種

農地と判断いたしました。

本申請は専用住宅用地ということで、代替性はないと思われます。

次に、一般基準でございますが、計画面積３２２平方メートルで妥当と思われ

ます。

資金の確保につきましては、借入金にて賄う計画ということでございます。

申請に関わる小作人等、支障になるものはございません。

周辺農地への営農状況への支障は、道路以外すべて譲渡人の所有地であり、営

－１６－



農状況に支障を来すことはないと思われます。

また、申請地は土地改良区の受益地ではありません。

権利者は現在アパート住まいであるため、申請地に専用住宅を建築したいとの

理由もあり、必要性についても認められ、あわせて許可後、速やかに目的につく

ものと判断いたしました。

これらのことから、何ら問題ないものと思われます。

以上、報告を終わります。

川 野 会 長 続いて、１４番、鵜澤委員、お願いいたします。

鵜 澤 委 員 番号１４番の調査報告をいたします。

立地基準ですが、申請地は市役所より西へ約２．２キロメートルに位置してお

ります。進入路は公衆用道路等を利用すれば確保されております。

農地区分は第２種農地と判断いたしました。また、代替性はないと思われます。

一般基準ですが、面積４１４．６１平方メートルは資材置場用地としては妥当

と思われます。

資金は自己資金にて賄う予定です。

隣接農地への被害防除対策ですが、敷地には鉄板等を敷き、また、仮囲いをい

たします。また、残土置場を設置し、養生を行い、土砂の流出を防ぎます。

また、隣接農地は義務者のみで問題ないと思われます。

工事が終わり次第、速やかに農地として使用できるように復元するとの誓約書

も添付されております。

以上のことから問題ないと思われます。

川 野 会 長 地元委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。

ございませんか。

（異議なしの声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

７番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。

挙手全員でありますので、７番については、許可相当で決定いたします。

次に、８番について、都市計画法との調整を条件に原案のとおり決定すること

に賛成の委員の挙手をお願いいたします。

挙手全員でありますので、都市計画法との調整を条件に許可相当で決定いたし

ます。

次に、９番につきまして、都市計画法との調整を条件に原案のとおり決定する

ことに賛成の委員の挙手をお願いいたします。

挙手全員でありますので、都市計画法の調整を条件に許可相当で決定いたしま

す。
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次に、１０番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。

挙手全員でありますので、１０番については、許可相当で決定いたします。

次に、１１番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。

挙手全員でありますので、１１番については、許可相当で決定いたします。

次に、１２番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。

挙手全員でありますので、１２番については、許可相当で決定いたします。

次に、１３番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。

挙手全員でありますので、１３番については、許可相当で決定いたします。

次に、１４番につきまして、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。

挙手全員でありますので、１４番につきましては、許可相当で決定いたします。

次に、１５番、１６番を議題といたします。

１５番、１６番については、農政部会第２班に担当していただきました。班長

の中川副部長から報告をお願いいたします。中川副部長、お願いいたします。

中川副部長 議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請について。

番号１５、区分売買、所在八街字外満木山、地目畑、面積５千７４３平方メー

トルのうち１千９９７．８１平方メートル。転用目的及び転用事由、駐車場用地。

現在、各種機械の設計及び製造販売業を主に営んでいるが、従業員及び来客用の

駐車場が不足しているため、当該申請地を駐車場として利用したい。

それでは、面接報告をいたします。

当日は農政部会第２班、それから農政部長、地区担当委員、副会長、事務局の

山内主査補、森主査捕です。

２２年４月１６日、金曜日。第１会議室。

申請者の社員の方と代理人の方、義務者本人が出席いたしました。

権利者の主な事業内容は、機械製造メーカー、義務者が申請農地を手放す理由

は生活資金が必要、権利者との合意。

会社の概要、資本金５千９６万円、年商１５億円、従業員５６名。保有車両１

２台うち社用車４台、その他１台。

事業計画について、駐車場を必要とする理由、現在の駐車場に工場兼事務所を

新設するため、従業員の駐車場がなくなってしまう。既存施設について、あり。

既存施設については処分する。他の用途に使用する。

造成工事内容、土砂の埋め立ては行わず、砕石敷き。排水処理計画は自然浸透、
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砕石敷き宅地内処理。資金計画は自己資金。隣接農地所有者からの同意取得状況、

被害防除については、義務者の畑が両サイドに残るので、本人了解済み。駐車場

以外に利用しない旨の確約書については確認済みです。

その他、確認事項につきましては、土地が低いが土砂の埋め立ては行わず、道

路面から１０センチほど下がった地盤になるよう計画をしている。両サイドの畑

について雨水がたまってしまう可能性があるが、義務者はそれを了解済み。外周

はブロック積み、ネットフェンス。工場新設計画に関わる図面等を提出してもら

う。出入り口はそのままオープンです。

以上の点で、農政第２班といたしましては、許可相当と判断いたしました。

以上です。

続きまして、１６番。

番号１６、区分売買、所在八街字巽台、地目畑、面積１千６５３平方メートル

ほか１筆で合計２千６４４平方メートル。転用目的及び転用事由、資材置場用地。

現在、運送業を営んでいるが、既存の資材置場が手狭なため、当該申請地を資材

置場として利用したい。

それでは、面接の結果を報告いたします。

調査委員は先ほどと同じでございます。場所も同じです。

申請者本人、それから義務者本人、また代理人の方が出席していただきました。

申請者の主な事業内容、重機機械の運搬・運送業。義務者が当該申請地を手放

す理由、農業規模を縮小したい。

会社の概要、資本金３００万円、年商１億円、従業員６名、保有車両１０台、

トレーラー５台、トラック１台、トラクター４台。

資材置場を必要とする理由、大きな機械類を運搬することが増加したため、よ

り広い場所を求めている。既存施設については、あり。また、既存施設は継続利

用する。

造成工事の内容は、整地し、砕石敷き、現地地盤のまま利用する。

排水処理計画、自然浸透、一番奥に流水池を作る予定です。

資本計画は借入金です。隣接農地所有者からの同意取得状況及び被害防除につ

いて、義務者の農地のみ。資材置場以外に利用しない旨の誓約書については確認

済みです。

その他、確認事項は出入り口にチェーンを施行。周囲は既存フェンス及び番線

張り。仕事の内容で別会社の資材も一緒に置かないと対応できない。車両等は増

車するので、既存の施設も継続して利用する。

以上の点で、農政第２班といたしましては、許可相当と判断いたしました。

以上です。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。
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ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

１５番について、班長報告どおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いい

たします。

挙手全員でありますので、１５番については、許可相当で決定いたします。

次に、１６番について、班長報告どおり決定することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、１６番につきましては、許可相当で決定いたします。

続きまして、議案第６号、農地公売買受適格者証明の交付について農地法第５

条を議題といたします。

この議案につきましては、部会案件でございますので、農政部会第２班に担当

していただきました。

班長の中川副部長から報告をお願いいたします。中川副部長、お願いいたしま

す。

中川副部長 議案第６号、農地公売買受適格者証明の交付について農地法第５条。

番号１、所在文違字文違野、地目畑、面積６４７平方メートルほか１筆、合計

７８８平方メートル。転用目的及び転用事由、資材置場用地。現在、電気工事及

び管工事業を主に営んでいるが、近年、東京都内や千葉市等の受注件数が増加し

ているため、当該申請地を資材置場として使用し、効率化を図りたい。

面接調査の結果を報告いたします。

調査委員、日時は先ほどと同じ日でございます。

申請者は代表取締役、出席者は本人だけです。権利者の主な事業内容、電気工

事、空調機械設備、照明関係工事。

会社の概要、資本金２千万円、年商６億円、従業員１２人、ほかにパート１人。

保有車両６台。社用車３台、バン１台、トラック１台、軽トラ１台。

事業計画ですけれども、資材置場用地、電柱、ポール等、資材置場を必要とす

る理由、千葉に営業所、旭が本社になるが、その間に拠点がないので、八街や成

田周辺に資材置場が欲しかった。既存施設については、あり。既存施設は継続利

用する。

造成及び排水処理計画については、境界の茶の木を処分し、砕石を敷き、使用

する。進入路と置場。基本的にはそのまま使用する。

排水処理計画は宅内自然浸透処理、資金は自己資金。隣接農地所有者からの同

意取得状況及び被害防除については、ブロックを２段積み、片側は既存ブロック

にて流出防止。片方で農家の方が隣接なんですけれども、成田税務署から職員が

見えまして、説明をしていったということでございます。
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資材置場以外に利用しない旨の誓約書については確認済みです。

その他、確認事項につきましては、進入路が狭いことについては、それほど大

型の車を使用しないので、それほど心配はしていない。隣接土地所有者の方に説

明済み。出入り口にはチェーンを施行。

以上で、農政第２班としましては、許可相当と判断いたしました。

以上です。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

１番につきまして、班長報告どおり決定することに賛成の委員の挙手をお願い

いたします。

挙手全員でありますので、１番については、許可相当で決定いたします。

藤﨑事務局長、お願いいたします。

藤﨑事務局長 それでは、ただいま公売の適格者ということで、許可相当ということになりま

したが、なお、この申請につきまして、本申請が上がってきた場合、変更がない

場合は会長専決としてよろしいか、ご協議の方、お願いいたします。

川 野 会 長 事務局の説明どおり、今後の事務処理について変更がなければ、会長専決によ

る許可でよろしいか、お諮りいたします。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、今後の事務処理については、会長専決

として処理いたします。

続きまして、議案第７号、農用地利用集積計画の承認について、１番から２５

番を議題といたします。

事務局、説明願います。梅澤主査、お願いいたします。

梅 澤 主 査 それでは、議案第７号、農用地利用集積計画の承認についてご説明申し上げま

す。

平成２２年度、第１次農用地利用集積計画。

番号１、所在用草字坊田、地目田、面積２筆合計で２千１３３平方メートル。

利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては１０年。再設定でござ

います。

次に、番号２、所在八街字神林、地目畑、面積１万３千４８７平方メートルの

うち１万平方メートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきまして

は１年。新規でございます。

次に、番号３、所在八街字笹引、地目畑、面積１万７千７７７平方メートル。

利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては４年。新規でございま
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す。

次に、番号４、所在八街字富山、地目畑、面積２筆合計で２千８１平方メート

ル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。新

規でございます。

次に、番号５、所在八街字富山、地目畑、面積１千９０平方メートル。利用権

の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。新規でござい

ます。

次に、番号６、所在八街字富山、地目畑、面積２筆合計で３千２７１平方メー

トル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。

新規でございます。

次に、番号７、所在八街字富山、地目畑、面積２筆合計で３千２７１平方メー

トル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月で

ございます。

次に、番号８、所在八街字富山、地目畑、面積２千１８１平方メートル。利用

権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。新規でござ

います。

次に、番号９、所在八街字富山、地目畑、面積１千２８９平方メートル。利用

権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。新規でござ

います。

次に、番号１０、所在八街字富山、地目畑、面積３筆合計で２千１２４平方メ

ートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。

新規でございます。

次に、番号１１、所在八街字夕日丘、地目畑、面積４千６８４平方メートル。

利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。新規で

ございます。

次に、番号１２、所在八街字東崎、地目畑、面積２筆合計で４千１０４平方メ

ートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月

でございます。

次に、番号１３、所在八街字鴫沢台、地目畑、面積３千９４９平方メートル。

利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。新規で

ございます。

次に、番号１４、所在八街字大谷津、地目畑、面積７筆合計で７千３５平方メ

ートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。

新規でございます。

次のページ、１３ページになります。

次に、番号１５、所在八街字大谷津、地目畑、面積３筆合計で１千６３１平方
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メートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ

月。新規でございます。

次に、番号１６、所在八街字大関台及び八街字桝形、地目畑、面積６筆合計で

８千３７６平方メートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきまし

ては２年１１カ月。新規でございます。

次に、番号１７、所在八街字北富士見、地目畑、面積２筆合計で４千８０平方

メートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ

月。新規でございます。

次に、番号１８、所在岡田字清水上、地目畑、面積３千９９０平方メートルの

うち２千平方メートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきまして

は２年１１カ月。新規でございます。

次に、番号１９、所在岡田字内ノ台、根古谷字向山、根古谷字沢ノ台、根古谷

字後沢、地目畑、面積６筆合計で９千４１平方メートル。利用権の種類につきま

しては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。新規でございます。

次に、番号２０、所在八街字西林、地目畑、面積２筆合計で６千５７４平方メ

ートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。

新規でございます。

次に、番号２１、所在八街字富山、地目畑、面積１千９０平方メートル。利用

権の種類につきましては賃借権。期間につきましては２年１１カ月。新規でござ

います。

次に、番号２２、所在用草字天神、地目田、面積２筆合計で３千６１平方メー

トル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては１０年。再設定

でございます。

次に、番号２３、所在八街字谷上及び雁丸字雁丸尾余、地目畑、面積３筆合計

で１万２千２９７平方メートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につ

きましては３年。新規でございます。

次に、番号２４、所在朝日字梅里、地目畑、面積３筆合計で８千４０５平方メ

ートル。利用権の種類につきましては賃借権。期間につきましては５年。新規で

ございます。

以上です。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。

ございませんか。

（「質疑なし」の声あり）

川 野 会 長 ないようですので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

議案第７号１番につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手

をお願いいたします。
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挙手全員でありますので、１番については、承認することに決定いたします。

次に、２番につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、２番については、承認することに決定いたします。

次に、３番につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、３番については、承認することに決定いたします。

次に、４番から２１番については関連ですので、一括で原案のとおり承認する

ことに賛成の委員の挙手をお願いいたします。

挙手全員でありますので、４番から２１番については、承認することに決定い

たします。

次に、２２番につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を

お願いいたします。

挙手全員でありますので、２２番については、承認することに決定いたします。

次に、２３番、２４番につきまして関連しておりますので、一括で原案のとお

り承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。

挙手全員でありますので、２３番、２４番については、承認することに決定い

たします。

次に、議案第８号、平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評

価（案）の承認についてを議題といたします。

事務局、説明願います。梅澤主査、お願いいたします。

梅 澤 主 査 それでは、議案第８号、平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検

・評価（案）の承認についてご説明申し上げます。

これは、昨年１１月の総会におきまして、ご承認いただきました平成２１年度

の目標及びその達成に向けた活動計画につきまして、活動の点検・評価（案）を

作成したものでございます。

内容につきましては、お手元に配付の別冊の議案第８号の資料のとおりでござ

いますが、何かお気づきの点がございましたら、ご質問等お願いしたいと思いま

す。

なお、今後の予定についてでございますが、今回この議案をご承認いただきま

した後、ご意見をいただき、その意見を踏まえて今回の案を修正し、６月の総会

で修正案をご承認いただいた後、国へ報告することになります。ご意見がありま

したら、この別冊の資料の後ろに意見書を添付してありますので、次回５月の総

会時までにご提出の方をお願いしたいと思います。

以上です。よろしくご審議のほどお願いします。

川 野 会 長 議案の説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。

－２４－



ございませんか。前に配られていたから、大体わかるとは思うんですが。

なければ、進めますけれども、ございますか。

（「異議なし」の声あり）

川 野 会 長 異議なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

議案第８号につきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。

挙手全員でありますので、議案第８号については、承認することに決定いたし

ます。

続きまして、その他に移ります。

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局、説明

願います。藤﨑事務局長、お願いいたします。

藤﨑事務局長 それでは、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知ということで

ございますが、これは以前の農地法では農地法第２０条第６項ということで、合

意解約ということでございます。

番号１、所在上砂字新田千葉道、地目畑、面積２千４７９平方メートルのうち

９９１平方メートルほか１筆、合計２筆で４千９５７平方メートル。合意の成立

日でございますが、平成２２年３月３０日、土地の引渡時期は平成２２年３月３

０日でございます。

以上でございます。

川 野 会 長 これは、報告事項ですので、事務局の説明をもって承諾願います。

次に、報告第２号、農地法施行規則第５３条第１４号の規定による農地転用の

届出について、認定電気通信事業者、事務局、説明願います。山内主査補、お願

いいたします。

山内主査補 それでは、報告第２号、認定電気通信事業者による農地法施行規則第５３条第

１４号の規定による農地転用の届出についてご説明いたします。

番号１、所在富山字富山、地目畑、面積５千４４４平方メートルのうち２６５．

３８平方メートルほか１筆、計２筆の合計面積３３１．７２平方メートル。目的、

電気通信事業施設用地。事業内容、携帯電話無線基地局の設置。

番号２、所在八街字松ヶ丘、地目畑、面積９千８７平方メートルのうち９平方

メートル。目的、電気通信事業施設用地。事業内容、携帯電話無線基地局の設置。

以上です。

川 野 会 長 報告事項ですので、事務局の説明をもって承諾願います。

次に、報告第３号、農地法施行規則第３２条第１号の規定による農地転用の届

出について、事務局、説明願います。山内主査補、お願いいたします。

山内主査補 報告第３号、農地法施行規則第３２条第１号の規定による農地転用の届出につ

いてご説明いたします。
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番号１、所在四木字北四木、地目畑、面積１千９６７平方メートルのうち１８

２平方メートル。目的、農作業場及び重油タンク用地。事業内容、農作業場及び

重油タンク用地として利用したい。

以上です。

川 野 会 長 これも報告事項ですので、事務局の説明をもって承諾願います。

会議中でございますが、１０分間の休憩をいたしたいと思います。

休憩 午後３時５５分

再開 午後４時０５分

川 野 会 長 会議を再開いたします。

次に、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正について、担当

の農政課から説明願います。

農政課、中嶋副主幹、お願いいたします。

中嶋副主幹 今、ご紹介にあずかりました農政課の中嶋です。よろしくお願いします。

ちょっと座って失礼させていただきます。

では、本日、総会のお忙しい中、時間をあけていただきまして、ありがとうご

ざいます。

それでは、早速、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想試案につい

てご説明させていただきたいと思います。

先日、総会資料と一緒にあらかじめ送付させていただきましたけれども、昨年

６月２４日に改正農業経営基盤強化促進法というものが公布され、同年の１２月

１５日から施行されましたことに伴いまして、このたび、都道府県の基本方針と

市町村の基本構想の中の関係する部分の変更が必要となりました。

八街市におきましても、平成１８年８月に農業経営基盤の強化の促進に関する

基本的な構想というものが策定されておりまして、この中の内容の一部を今回改

正されました農業経営基盤強化促進法の内容に合わせるというものでございます。

農業経営基盤強化促進法の施行後、１月末までには、県の基本方針の変更が行

われておりまして、市町村におきましては、県の基本方針変更後３カ月以内に変

更をしなければならないとされておりますことから、今回、基本構想改正の試案

を作成いたしました。

この八街市の構想試案につきましては、県において作成されております基本構

想改正令に基づきまして、市町村名の部分を八街市に書き換えて変更しておりま

すので、農業経営基盤強化促進法の改正による変更点は、一応すべて網羅された

ものとなっております。

なお、認定農業者における主な営農累計等の数字的目標につきましては、変更

せずに、あくまで経営基盤強化促進法の改正による変更点のみに絞った形での改

正内容となっております。
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農業経営基盤強化促進法による基本構想の改正点の主なものといたしましては、

まず、農地利用集積円滑化事業の新設ということでございます。今回の農業経営

基盤強化促進法の改正で、農地の利用集積を促進するために、市町村や農協など

が事業主体となって農地の所有者から農地の貸し付け等について委任を受け、そ

の者の代理となって農地の貸し付け等を行うことができることとなりました。

このことによって、農地の所有者は自ら農地の貸付先、借り手を探す必要がな

く、また、担い手、借主は個々に所有者と交渉する必要がなくなり、しかもこの

事業が順調に行われてくれば、面的にまとまった農地を借り入れすることができ

るようになります。この市町村もしくは農協などからなる事業主体を農地利用集

積円滑化団体と呼びます。

県内におきましては、ほとんどの市町村で、この農地利用集積円滑化団体が決

定されております。そのほとんどがＪＡとなっております。八街市、佐倉市、四

街道市におきましても、ＪＡいんばさんに検討しているところでございますが、

今のところ、まだ承諾の方をいただけておりません。

これに伴い市町村段階の農地保有合理化事業の規定が廃止されました。

２つ目といたしましては、遊休農地対策として遊休農地に関する措置に関する

規定が新設されました。これに伴い、遊休農地の農業上の利用の増進に関する措

置が削除され、指導通知、勧告等を行う実施主体も市町村長から農業委員会へと

一元化されました。

３つ目といたしましては、特定の法人、貸付事業の廃止で、これは市長村長が

定めた一定の地域に限り、市町村を介して農業生産法人以外の法人が農地の借り

入れをできるという制度でしたが、今回の農地法改正によりまして、農業生産法

人以外の法人も一定の要件を満たせば、すべての農地について賃借が可能になる

など、農地賃借の規制が大幅に緩和されたことによりまして廃止するものでござ

います。

以上の改正により、現在の基本構想の内容の一部について、あるいは削除をし、

改正を行うものでございます。

先日、お配りしてございます資料でございますけれども、この赤字で書かれた

部分が変わってきております。目次の部分で、まず、右側のところが旧、左が新

となります。線で消してある部分が、今回削除になりまして、加えてあるものが

経営基盤促進法により追加することになった部分でございます。

以上ですが、ご意見などありましたらお願いしたいと思います。

川 野 会 長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。

落 合 委 員 農地利用集積円滑化団体のことについてですけれども、今の我々農業委員は農

地を借りたい、貸したいという人からお話をいただいたときに、その橋渡しをし

ているわけですけれども、例えばそういう人たちがあらわれたときに、この団体
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に報告とか何とかした場合に、やはりこの事業に仕事をしていただけるような内

容なのでしょうか。

中嶋副主幹 この円滑化団体が貸したい人から農地をいろいろ、買う場合もありますし、一

時というか、こういう人でどれだけ、どこにあってというのをずっと集めてスト

ックしておきます。それで、借りたいという人があらわれたときに、その中から

貸すような形になりますね。

藤﨑事務局長 今のお話ですが、基本的には今まで農業委員さんが集積していただければ、そ

れはそれで、もう相手方が決まっていれば、どんどん集積していただいて結構な

んですが、この利用集積の円滑化団体というのは、そういうだれも貸し手も、借

り手も、今のところはないんだというような場合に、まず、一番いいのは、その

地域に一番近い方の例えば認定農業者とか、そういう方のリストを円滑化団体の

方で作成しておきまして、その中で規模拡大を計画している方とかをすべて円滑

化団体の方でリスト計上しておきまして、その方に順番に、まず近い方にこうい

う農地があるんですが、どうでしょうかというようなご紹介をしていくというこ

とでございます。だんだん、近くにいなければ、その隣の区の方であるとかで、

規模を拡大している方にご紹介をしていくというような予定を現在していると、

そういう形で進んでいくものだと認識していただければと思います。ただ、まだ、

円滑化団体が実施主体が市になるか、農協になるかというのが、まだ決まってお

りませんので、その辺が決定して、そのリストにつきましては農政課の方で多分、

利用者のリストについては農政課の方で認定農業者等を把握しておりますので、

そういう借りたい人のリスト等は作っていけるものと思っております。ただ、皆

さん農業委員さんが、もし相談されたら、そのままどんどん利用集積させていた

だいて、それは構いませんので、そういう方がいない方は市の方で受けてもらえ

ますよということを認識しておいていただければということでございます。

川 野 会 長 落合委員、了解でしたでしょうか。

落 合 委 員 もう１点。この文章の中で、自ら貸付先を探す必要がなく、担い手は個々に所

有者と交渉する必要がなくと書いてありますけれども、農地の貸し借りというの

はやはり相手がわかった方が、わからないとかえって不安とか、トラブルが起き

やすいような感じがするんですけれども、その辺の配慮というのはどうなんでし

ょうか。

藤﨑事務局長 もちろん、うちの方に相談に来る方もちゃんとした人じゃないと嫌だとかとい

う方も結構おりますので、うちの方で、農業委員会で今紹介する場合は、こうい

う方ですけれども、連絡させていいですかという了解をとってお話をしていただ

いているような状況ですので、今、落合委員がおっしゃったように、だれでもい

いと、中にはだれでもいいよという人もいないわけではないので、そういう人が

だんだんリストの中には載ってくるのかなというふうには思っております。でき
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れば、こういう方という案みたいなものもあれば、それも載せていくんじゃない

かなと。まだ、実施が始まっておりませんので、形がどういうふうになるか、ち

ょっと定かではないんですが、そういう要望があれば、そういう要望も踏まえた

貸し借りができるような状態になるんじゃないかなと。あくまでも、この要綱に

載せているのが、基本的には応募があれば対応しますよということですので、相

手方がわかった方がいいということであれば、もちろん相手方はこういう方です

とお話をして貸し借りになっていくんじゃないかなというふうに思っております。

川 野 会 長 どうですか。落合委員、いいですか。

落 合 委 員 はい。

川 野 会 長 そのほかにございませんか。

山本重委員 千葉県農業開発公社というのは、なくなったのですか。それとも、その事業の

内容が、水産公社に含まれるのですか。

藤﨑事務局長 農業公社が水産公社に合併されたんです。だから、今盛んに外郭団体統合とか

をやっていますけれども、統合しちゃっています。

川 野 会 長 いかがですか、山本委員。

山本重委員 はい。わかりました。

川 野 会 長 それでは、そのほかに。

ございませんか。

（「質疑なし」の声あり）

川 野 会 長 なければ、質疑を打ち切り、お諮りいたします。

このことにつきまして、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願

いいたします。

挙手全員でありますので、この件については、承認することに決定いたします。

以上で本日の審議すべき案件はすべて終了いたしました。

ご苦労さまでございました。

藤﨑事務局長 閉会を宣す。（午後４時２０分）
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